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�町長との語り合いの場
　『ふれあいトーク』
　５人～10人くらいのグループで
　開催日の10日前までに申込みを！

�出前講座（３６講座）
　『ほっと講座はぼろ』
　５人以上の団体やグループが
　主催する学習会等に町職員が
　講師として出向きます

�お問合せ・申込み先
　　企画課広報広聴係
　　　(内線252～254)

�ホタルの電話　�２－1310
　１人でなやんで自分をイジメないで
　かけてみよう『ホタルの電話』

羽幌町役場 �２－1211
■ インターネット
　ホームページアドレス
　http://www.town.haboro.hokkaido.jp/
　Ｅ- メールアドレス
　kikaku@town.haboro.hokkaido.jp
■ 町長室のメールアドレス
　sawayaka@town.haboro.hokkaido.jp
　　　　ご意見お待ちしています
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�道内をはじめ全国で「不正軽油」を販売・消

　費した業者が摘発され、刑事罰に処されると

　いう事件が相次いで発生しています。

�不正軽油とは、軽油取引税の脱税を目的に軽

　油に灯油や重油を混ぜたり、軽油以外の石油

　製品を混ぜ合わせて作られています。

※軽油取引税は、軽油の購入時に１リットル当

　たり３２円１０銭課税されており、この税収は道

　路の新設・補修などの道路整備に使用されて

　います。

�北海道では、不正軽油を「売らない」「買わな

　い」「使わない」を合言葉に不正軽油防止キャ

　ンペーンを実施しています。

�「不正軽油」の話を聞いたり、見たりしたと

　きは、不正軽油110番����������������

　または、留萌支庁総務部税務課

　（�0164-42-1511・内線2387番）

　へご連絡ください。
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　新規学校卒業者に対する求人申し込みの受付
が、次のとおり開始されます。採用にあたりま
しては、公平、公正な選考と障害者に対しまし
ても格別の考慮がなされますようご配慮をお願
いします。
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　①求人申込の受理開始　　 6月20日
　②求人票控えの交付　　 　7月1日以降
　③他安定所への求人連絡　 7月1日以降
　④推薦・選考開始　　　　 12月1日
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　①求人申込の受理開始　　 6月20日
　②求人票控えの交付　　　 7月1日以降
　③学校へ提示　　　　　　 7月1日以降
　④他安定所への求人連絡　 7月1日以降
　⑤推薦開始　　　　　　 　9月5日
　⑥選考開始　　　　　　　 9月16日
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水産動物の保護を図るため水産動物の保護を図るため
５月６５月６日から、道内すべての日から、道内すべての
内水面（河川･湖沼）において内水面（河川･湖沼）において
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　検察審査会は、本年7月12日に検察審査会法

施行55周年を迎えます。検察官が被疑者（犯人

と思われる人）を裁判にかけなかったこと（不

起訴処分）のよしあしを、国民の中からくじで

選ばれた11人の検察審査員が審査する、それが

検察審査会制度です。詳しくは留萌検察審査会

事務局（�42-0465）までお問い合わせください。
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�４月に行われました統
一地方選挙の羽幌町議会
議員選挙における各候補
者の選挙運動費用を法律
に基づき公表します。

高　山　誓　英　　184,648円
寺　沢　孝　毅　　178,367円
橋　本　修　司　　162,320円
蒔　田　光　子　　324,805円
松　井　道　弥　　125,669円
室　田　憲　作　　253,527円
森　　　　　淳　　257,223円

有　澤　　　護　　135,358円
磯　野　　　直　　141,375円
伊　藤　　　昇　　204,949円
大　山　新太郎　　158,336円
金　木　直　文　　192,316円
熊　谷　俊　幸　　190,000円
駒　井　久　晃　　726,743円
高　野　輝　雄　　665,555円
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